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兵庫県

平成28年度 第２回 精神障害者の地域移行担当者等会議「事前課題」シート

兵庫県では・・・・
精神障害者ピアサポートを活用した地域移行、地域定着支援に取り組んでいます。
地域移行に関する連携会議を全ての障害保健福祉圏域において実施しています。

本県における地域移行・
地域定着支援の取組について
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兵庫県

兵庫県

取組内容

・ピアサポーターの養成

・障害福祉サービス事業所等の拡充、育成

・ピアサポートを活用した地域移行支援

・保健所を中心とした連携体制の整備

障害保健福祉圏域数（H29年１月
末）

９カ所

市町村数（H29年１月末） 40市町

人口（H28年12月1日） 3,983,795人

精神科病院の数（H29年１月末） 29病院

精神科病床数（H28年６月末） 7,984床

入院精神障害者数
（H28年６月末）

3か月未満：1,440人（19.8％）

３か月以上１年未満：1,182人（16.2％）

１年以上：4,645人（64％）

うち65歳未満：2,005人

うち65歳以上：2,640人

退院率（H28年６月末）

入院後３か月時点：50.5％

入院後６か月時点：79.5％

入院後１年時点：87.8％

相談支援事業所数（H28年４月
末）

基幹相談支援センター：７

一般相談事業所数：98

特定相談事業所数：265

障害福祉サービスの利用状況
（H28年7月）

地域移行支援サービス：33人

地域定着支援サービス：93人

保健所（H29年1月末） 16カ所（県13、中核市３）

（自立支援）協議会の開催頻度
（H28年度）

１回／年

精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステムの構築に向けた保健・
医療・福祉関係者による協議の場
の有無と数

都道府県 有・無 ０カ所

障害保健福祉圏域 有・無 ９カ所

市町村 有・無 カ所

精神保健福祉審議会（H29年１月
末）
※障害福祉審議会として一括実施

１回／年、委員数30人

基本情報（政令市である神戸市除く）

１１ 県又は政令市の基礎情報県又は政令市の基礎情報
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22 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

兵庫県

※上記スキームは検証事業実施圏域にて実施
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兵庫県

関係機関の役割

市町村ごとの保
健・医療・福祉
関係者による協
議の場

協議体の名称
設置根拠

(新温泉町の場合)新温泉町障がい者自立支援協議会全体会（総合支援法第89条の３）
運営会議/実務者会議(街づくり部会・こども支援部会）

協議の内容 地域活動支援センターの充実について/通院、買物等の移動支援について/当事者による座談会の開
催/ＧＨ等住まいの確保

協議の結果とし
ての成果

・訪問介護員等への精神疾患理解等研修
・地域活動支援センターの充実支援
・ピアサポーターの参画した座談会の企画
・住まい、地活センターの場所（物件）の検討

障害保健福祉
圏域ごとの保
健・医療・福祉
関係者による協
議の場

協議体の名称
設置根拠

（但馬圏域の場合）
１精神障害者地域移行・地域定着推進協議会（但馬圏域精神障害者地域移行・地域定着推進協議会
開催要綱）
２精神障害者地域移行・地域定着戦略会議（精神障害者地域移行・地域定着戦略会議実施要領）

協議の内容
１圏域内の事業推進方針の決定（各機関の役割分担と連携の確認、共有/具体的な目標の設定）
２個別患者の情報を関係者で共有（個別支援方策の検討/各機関の進捗状況を共有/ピアサポーターの活
動把握）

協議の結果とし
ての成果

１ 医療機関：地域移行事業対象者を選出/入院患者に対し積極的な地域移行支援
２ 相談支援事業所：ピアサポーターの養成、雇用/ピアサポーターを活用した支援活動の拡充
３ 市町：精神障害者に対応する相談支援員の確保/住居等在宅生活支援の体制整備

都道府県ごとの
保健・医療・福
祉関係者による
協議の場

協議体の名称
設置根拠 兵庫県障害者自立支援連絡協議会相談支援部会（総合支援法第89条の3）

協議の内容 障害分野の各相談支援分野において中心を担っている事業所等から構成（相談支援・権利擁護関連事業
の状況、相談支援体制の構築・充実に向けた課題、障害者差別解消法施行後の状況 等）

協議の結果とし
ての成果 地域課題の共有

３３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に取り組む市・圏域（例）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に取り組む市・圏域（例）
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兵庫県

４４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯
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１．県内全圏域において地域移行地域定着に関する連携会議を開催し、連携体制構築に取り
組んでいる
２．ピアサポートを活用した地域移行支援、地域定着支援に積極的に取り組んでいる

兵庫県

特徴（強み）

５５ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組における強みと課題精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組における強みと課題

１．地域移行推進連携会議を県内全圏域にて開催することにより、関係各者との有機的連携を深め、地域
移行の一層の促進を図る。→新たに圏域として支援に取り組む体制の構築を目指す圏域もあるが、全県的
な地域差は解消されていない。

２．検証事業を実施する圏域においては、その成果・ノウハウを他圏域に波及させていく県内の先駆的モデ
ルとなることを目指す。→取組中。

１．地域移行支援、地域定着支援を推進するための地域毎の連携体制に差がある
２．ピアサポーター養成、活用状況、活動の場（仕事量）に地域差がある
３．県全体の精神障害者の地域移行等に特化した協議の場が未設置である

課題

指標の推移 平成25年度 平成26年度 平成27年度

１年以上の精神科病院在院患者数 （各年6月30日現在） （人） 4,946 4,859 4,794

地域移行支援利用者数（各年度３月末月時点）（人） 27 25 20

ピアサポーターの養成者数※（実人数）（人）
※ピアサポーターの養成を目的とした取組を実施している場合

111（実） 17（延べ） 102（延べ）

ピアサポーターの活動者数（実人数）（人） 88（延べ） - 59（実）

平成２８年度の目標と達成状況の方向性（暫定評価）
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兵庫県

時期（月） 実施内容 担当

H２９年３
月（予定）

Ｈ２９年５
～７月頃
（予定）

Ｈ３０年２
～３月頃
（予定）

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進
事業」実施圏域の選定

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進
事業」委託契約締結、事業説明会実施

以降適宜事業調整

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進
事業」振り返り会の実施

本庁、精神保健福
祉センター、保健
所

本庁、精神保健福
祉センター、保健
所
本庁

本庁、精神保健福
祉センター、保健
所

６６
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
平成２９年度の取組スケジュール
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
平成２９年度の取組スケジュール

１．２８年度にモデル事業（「検証事業」）として取り組んだ事業メニューを実施する圏域を拡充
する
２．地域移行支援、地域定着支援を推進するための地域毎の連携体制やピアサポーター養
成、活用状況、活動の場（仕事量）の地域差解消を目指す

平成２９年度の目標（案）


